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議会運営委員会記録 

 

１．期 日  令和７年８月 20 日(水)               開会 13 時 30 分 

                                閉会 14 時 00 分 

２．場 所  第１委員会室 

 

３．議 題 ①令和７年第３回二宮町議会定例会の運営について 

      ②その他 

           

４．出席者 根岸委員長、古谷副委員長、岡田委員、羽根委員、小笠原委員、松﨑委員、 

 浜井委員、善波委員、前田議長 

執行者 総務部長、総務課長、文書法制班長 

事務局 議会事務局長、庶務課長 

傍聴議員  ３名 

一般傍聴者 １名 

 

５．経 過 

  議長あいさつ 

                                        

① 令和７年第３回二宮町議会定例会の運営について 

 

委員長  ただいまより議会運営委員会を開会いたします。これよ

り議題に入ります。令和７年第３回二宮町議会定例会の運

営について議題といたします。執行者側より説明をお願い

いたします。 

 

総務課長  「令和７年第３回二宮町議会定例会上程議案」資料に基

づく説明。 

 

委員長  では、これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手を

お願いいたします。質疑がないようですかね。 

 （「なし」との声あり） 

 

委員長  ないようですので、次に、事務局から議事及び会期日程

案について説明をお願いします。 

 

事務局長  「令和７年第３回二宮町議会定例会 議事及び会期日程

（案）」資料に基づく説明。 

 

委員長  それでは協議事項につきまして、委員の皆さまで協議を

していただきたいと思います。次のページの協議事項の陳

情２件の取り扱いについてとなります。皆さまにメールで

送らせていただきました陳情２件についてです。 

  まず 1 つ、「ウォータースタンドについて」の陳情につ
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きまして、取り扱いはいかがいたしましょうか。ご意見の

ある方は挙手をお願いします。陳情項目は、給水機を学校

に備えて欲しいという、冷水機能付きのものに変えていた

だきたいという内容ですね。 

 

松﨑  教育福祉の方に付託することでよいと思います。趣旨説

明にもいらっしゃいますし、陳情者は何よりも町民の方の

切なる思いということで、あらゆる角度から見て、これは

付託すべきだと考えます。 

 

委員長  他にご意見のある方はおられますか。いないようですね。

今、教育福祉常任委員会に付託をするというご意見でした。

そこに挙手を求める形でよろしいですか。では、これを教

育福祉常任委員会に付託することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

  （挙手全員） 

 

委員長  挙手全員です。では、教育福祉常任委員会に付託をいた

します。 

２つ目「未来に向けての町制施行 100 年を機とした防災

と二宮らしい魅力づくりの推進を求める陳情」につきまし

て、この取り扱いはいかがいたしましょうか。 

 

浜井  趣旨説明にも来られます。町制施行 100年ということで、

ここから先をまた見込んだ大事な二宮の魅力づくりという

ことなので、ぜひ総務建設経済常任委員会に付託すべきと

考えます。 

 

委員長  他にご意見がある方は、おられませんね。では、今、総

務建設経済常任委員会に付託というご意見でした。これに

賛成の方の挙手を求めます。 

  （挙手多数） 

 

委員長  挙手多数ということになりました。それでは陳情の２つ

目につきましては、総務建設経済常任委員会に付託と決ま

りましたのでよろしくお願いいたします。 

 

副委員長  ２番の陳情ですが、文面読ませていただくと、必ずしも

総務建設常任委員会に関わるだけじゃなくて、教育の方に

も関わる内容が若干入っているんですが、主として総務建

設経済常任委員会でよいと思うんですが、担当部長以下の

ところで、他の部局の方も呼べるような形にしていただけ

ればと思うんです。そうした方がいいと思うんですがいか

がでしょうか。 
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委員長  他の部局といいますと、陳情項目は防災のところに重き

が置かれているかと思います。防災は 1 つですよね。それ

と何かふさわしいところが古谷副委員長の考えられそうな

ところはありますか。 

 

副委員長  ２番、３番につきましては生涯学習が範疇に入ってまい

りますので、あくまでも総務建設経済常任委員会に付託で

請負いますけども、そこに参考として、生涯学習の部長、

課長を参加させてもらえばいいんじゃないかと思います。 

 

委員長  今、生涯学習課も呼ぶということで意見が出ました。他

の委員の方は、それに対してよいとか。悪いとかあります

か。 

  （「異議なし」との声あり） 

 

委員長  では、ご異議なしでしたので、来ていただく担当課は、

防災、生涯学習でよろしいですか。 

 

副委員長  あと担当部局の方で答えられるんであれば、それでもい

いんですが、あと政策の方が入ったほうがいいかなと。担

当部局の方が答えられるんであればいいんですけども。来

ていただいた方が審査が深まるんじゃないかと思います。 

 

委員長  今、総務部長が来ておられますので。 

 

総務部長  前提としてあくまで陳情なので執行者側が答えるという

スタンスではないと思っています。あくまで参考質疑への

ご質問だと思うので、こちらに対する陳情というか、質問

ではないという前提に立って、ちょっと検討させていただ

きたいと思います。おそらく政策部局と言われているのは

庁舎に絡んでの話になってくるからというようなことだと

思いますので、ちょっとその辺も含めて、今、副委員長が

お話されたのは、おそらく政策部長と財産経営課長になる

んだと思いますので、ちょっとそこも念頭に置きつつ調整

をさせていただきたいと思います。ちょっとすいません。

この場でどうすべきかというのも含めて即答できないんで

すが、またちょっと事務局長とも相談をさせていただけれ

ばと思います。 

 

委員長  では、生涯学習と防災には来ていただく。政策のところ

は、検討いただくということで町側の執行部に任せる形と

なります。それで、ご異議ございませんか。生涯学習を呼

びます。言いました。 

 

副委員長  今は。 
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委員長  今、言いました。生涯学習と防災。ではそのように決め

させていただきます。それから、陳情については以上です

が、何か陳情についてのご意見は他にございませんか。 

  （「なし」との声あり） 

 

委員長  では、陳情は以上といたします。会期日程等についての

事項について先ほど局長から説明がありました。日程の方

で、質問、ご意見がある方がおられましたら、挙手をお願

いいたします。 

  （「なし」との声あり）。 

 

委員長  では、これについてもご異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり 

 

委員長  ご異議なしと認めます。ここで執行者側の退席をお願い

いたします。 

  それでは、この時間の中で、委員長報告につきまして、

前回の調査研究会の場では出して、そのあとメールで、ま

たちょっと書き直しをさせていただきましたということで

メール配信もしております。今日は紙の方でも出しました。

もし、この場で、まだこの後でも大丈夫かと思いますけれ

ども、ご意見や書き直しが必要だというものがあれば、頂

戴しておこうと思います。いかがでしょうか。 

 

羽根  1 点質問だけなんですけども。この添付の資料なんですけ

れども、これ議員の個人名は出ているんですけれど、これ

を例えば、議員が自分の報告に出すとか、そういう、公表

と同様なのかなと思うんですが、その扱いってどのように

お考えになっているんでしょうか。 

 

委員長  考えるっていうのは、議運の中ではそこまでは話はいっ

てはいませんが、私の考えを言えばよいですか。他どう思

われますか。私の考えをまず言ってもいいですか。今の羽

根委員のこのデータを個人の報告に使用するということに

ついて、他の方はどう思われるのか。お考えをいただきた

いと思います。 

 

副委員長  このグラフは、外に公開しないっていうような雰囲気だ

ったと思っていますので、個人で出す場合も、自分のスケ

ジュール表を出すのは、自分は何日働いてますというのは

構わないんですけど、このグループ表は公開しないってい

う形でいいんじゃないかなと思っております。ここで決め

るんだったら、決めてもいいですけど。これを出さないの

が普通なんじゃないかなというに考えております。 
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羽根    私も同様な考えなので、であれば例えばどうですかね、

全協とかで確認していただくとか。出る、出されていると

いうことは、出してもいいのかなっていう。委員以外の人

たちはですね。議員は。その辺は大丈夫なんでしょうか。 

 

委員長  ちょっと申し訳ありません。この２番につきましては、

ちょっと議運を終えてからの資料で提出しようとは思って

いました。すみません。もともと公表しないということで

ありましたので、ただ、ちょっとデータの取り扱いについ

ての個人のだよりに出すケースについては、今ご意見が出

たところでは、そこにもグラフは公表しない。何を使って、

全てを使わないということでしょうか。 

 

岡田  個人の自分自身のものは自分のたよりに載せてもよいん

じゃないですか。そういう理解でよろしいか。 

 

副委員長  この間の委員長報告の文書を精査しましたけども、今回公

表するに至りませんでしたというように言いきっておりま

すので、委員会の中で出たものは出さないということ。た

だ、さっき岡田委員がおっしゃったように自分の部分だけ

っていうことで認識しております。 

 

委員長  例えば、本人以外の了解を得た人ということでも、だめ

なんでしょうか。 

 

善波  委員長の言ったように、またそうするとややこしくなる

から、古谷副委員長が言った通りでいいんじゃないですか。 

 

委員長  わかりました。では本人に限って、ご本人が出される分

についてはよいということで皆さまご異議ございませんか。 

 （「異議なし」との声あり） 

 

委員長  ご異議なしという声がありましたので、そのようにさせ

ていただきたいと思います。またそのことを全協で言うと

いうことで了解をいたしました。それでは、これをもちま

して終わりにしたいですが、他に委員の方から何かござい

ますか。 

 （「なし」との声あり） 

 

委員長  ないようですので、これで議会運営委員会を終了といた

します。 

 閉会 14 時 00 分 


